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第370号

毎　月10日・25日

福　岡　県　遠　賀　郡

水　巻　町　発　行

水巻南中－来年3月に完成予定

着々と進む二期工事

旧下二小学校横に来年3月の完成を目指して、水巻南中の第2期工事

が進めちれています。

1億桓00万円を賛してできるこの校舎も完成すると、普通教室、職

員室の他、理科室、家庭科室、図書室なども備えられます。

町の人口

ノ（51年11月末現在）

人　口　24，567

男11，897

女12，670

世帯数　7，292

年
末
・
年
始
の
役
場
の
休
日

1

2

月

2

9

日

か

ら

1

月

3

日

ま

で

役
場
の
業
務
は
休
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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盗
犯
・
暴
力
犯
罪
を
な
く
し
て

年
末
・
年
始
を
明
る
く
過
し
ま
し
ょ
う

▽
…
毎
年
、
年
末
年
始
に
は
い
ろ
ん
な
犯
罪
や
事
故
が
増
加
す
る
と
と
も
…
△

▽
…
に
、
凶
悪
犯
罪
も
多
発
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
深
刻
な
経
済
不
況
…
△

▽
…
下
に
あ
り
、
な
お
さ
ら
犯
罪
が
多
く
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
…
△

▽
…
こ
の
た
め
警
察
で
は
、
十
二
月
は
じ
め
か
ら
正
月
に
か
け
て
特
別
肇
…
△

▽
…
戒
を
実
施
し
、
警
察
の
総
力
を
あ
げ
て
事
件
・
事
故
の
防
止
に
努
め
…
△

▽
…
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
住
民
の
皆
さ
ん
も
平
穏
で
楽
し
い
…
△

▽
…
お
正
月
を
迎
え
ら
れ
る
た
め
に
も
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
…
△

年
末
年
始
は
留
守
が
ち
に
な
る
た
め

「
あ
き
巣
ね
ら
い
」
の
被
害
が
ふ
え
、

ま
た
、
街
頭
の
混
雑
に
ま
ざ
れ
て
銀
行

帰
り
な
ど
を
狙
っ
た
「
ひ
っ
た
く
り
」

や
「
す
り
」
な
ど
も
多
く
な
り
ま
す
。

過
去
五
年
間
の
福
岡
県
下
で
の
十
二

月
中
の
刑
法
犯
発
生
状
況
を
見
て
も
わ

か
り
ま
す
よ
う
に
、
凶
悪
犯
を
は
じ

め
、
ど
の
種
の
犯
罪
も
こ
の
月
に
集
中

し
て
い
ま
す
。

特
に
、
万
引
き
、
す
り
な
ど
の
窃
盗

が
増
え
、
過
去
五
年
間
の
平
均
で
は
、

一
月
か
ら
十
一
月
ま
で
が
二
千
四
百
四

十
九
件
で
す
が
、
十
二
月
だ
け
で
、
二

千
四
百
九
十
二
件
と
、
一
年
間
の
う
ち

十
二
月
に
五
〇
㌫
が
発
生
し
て
い
ま

す
。こ

れ
ら
盗
犯
を
防
止
す
る
た
め
に

も
、
一
人
一
人
が
細
心
の
注
意
を
は
ら

う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
も
∵
＝
：

二
外
出
す
る
と
き
は
わ
ず
か
の
時

間
で
も
確
実
に
戸
締
事
ソ
を
し
、
隣
近
所

に
も
留
守
を
頼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。

二
、
ま
と
ま
っ
た
現
金
は
で
き
る
だ

け
手
も
と
に
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
ま

た
通
帳
と
印
鑑
は
別
々
に
保
管
し
ま
し

ょ
ふ
ノ
。

三
、
自
動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
、
自
転

車
な
ど
も
狙
わ
れ
や
す
い
の
で
、
自
動

車
は
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
は
ず
し
、
ド
ア

に
施
錠
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

四
、
銀
行
な
ど
で
の
大
金
の
出
し
入

れ
は
、
な
る
べ
く
男
の
人
が
あ
た
り
ま

し
ょ
，
つ
。

五
、
道
路
や
混
雑
す
る
場
所
を
通
行

す
る
と
き
は
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
な
ど
は

胸
に
抱
き
か
か
え
、
ま
た
は
腕
に
と
お

し
て
し
っ
か
り
持
ち
ま
し
ょ
う
。

賭
博
、
恐
喝
、
詐
欺
や
、
麻
薬
、
か
く

せ
い
剤
な
ど
の
密
売
・
使
用
な
ど
、
潜

在
性
の
強
い
の
が
特
徴
で
す
。

年
末
に
な
る
と
暴
力
団
の
動
き
が
活

発
に
な
り
、
い
や
が
ら
せ
行
為
も
多
く

な
り
ま
す
。
暴
力
犯
罪
を
追
放
し
て
明

る
い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

暴
力
犯
罪
を
追
放
す
る
た
め
に
…
…

二
被
害
を
受
け
た
り
そ
う
し
た
場

面
を
見
た
と
き
は
、
す
ぐ
「
一
一
〇
番

」
通
報
す
る
か
、
近
く
の
派
出
所
な
ど

に
届
け
ま
し
ょ
う
。

こ
、
暴
力
団
の
経
営
す
る
金
融
業
者

か
ら
金
を
借
り
な
い
よ
う
に
し
ま
も
よ

う
。
ま
た
、
暴
力
団
に
債
権
な
ど
の

取
立
て
を
頼
ま
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

，
ノ
〇

三
、
暴
力
犯
罪
は
「
い
ん
ね
ん
」
を

つ
け
る
の
が
特
徴
で
す
。
飲
酒
時
な
ど

に
「
い
ん
ね
ん
」
を
つ
け
ら
れ
な
い
よ

う
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

補
助
錠
を
取
付
け
て
補
強
し
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

外
出
す
る
と
き
は
、
わ
ず
か
な
時
間

で
も
確
実
に
施
錠
し
、
隣
近
所
に
留
守

を
頼
ん
で
お
く
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ

ナ
ウ
。

ま
た
、
余
分
の
現
金
な
ど
は
な
る
べ

く
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
預
金
通
帳
と

印
鑑
な
ど
は
別
々
に
保
管
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

郵
便
局
の
簡
易
保
険

年
末
は
暴
力
犯
罪
の
増
加
す
る
時
期

で
も
あ
り
ま
す
。
暴
力
団
の
犯
罪
は
、

折
尾
警
察
署
で
は
年
末
年
始
の
特
別

警
戒
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
あ
き
巣

狙
い
は
錠
の
な
い
と
こ
ろ
、
錠
の
弱
い

と
こ
ろ
を
狙
っ
て
入
り
ま
す
。
特
に
最

し
ｌ
近
は
、
窓
な
ど
の
ガ
ラ
ス
を
割
り
（
手

を
差
し
込
ん
で
錠
を
あ
け
）
屋
内
に
侵

入
す
る
手
口
が
ふ
え
て
い
ま
す
の
ぺ

過去5年間の12月中における刑法犯発生状況

犯罪の 凶　 意　 犯

殺人，′　強盗

粗　 暴　 犯

暴行，傷害

窃　 盗　 犯 窃　 盗　 犯 知 ・能　 犯

詐欺，横領

種顔

月　 別

〔侵 入盗〕

あき巣ねらい，忍
び込み　 事務所荒

〔非侵入盗〕

乗物盗，車上

狙 ，万引 き，
放火，強姦等 恐 喝 －な ど しゝ　出店荒し等 す り等 偽　 造　 等

早年問

が平均

他の月 4 6 3 9 8 1 ， 5 9 8 2 ， 4 4 9 2 3 5

1 2 月 5 8 5 2 9 1 ， 6 1 6 2 ， 4 9 2 2 8 1

－

　

　

　

　

　

　

ｔ

ｔ

．
（
－

郵
便
局
の
簡
易
保
険
で
は
、
十
二
月

を
「
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
月
」
と
し

て
、
簡
易
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
お

得
な
保
険
料
の
払
込
み
方
法
や
、
保
険

料
の
払
込
み
が
月
遅
れ
と
な
っ
て
い
る

ご
契
約
の
保
険
料
払
込
み
の
お
勧
め
な

ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
料
は
お
得
な
前
納
払
込
み
で

簡
易
保
険
で
は
、
ひ
と
月
ご
と
に
払

い
込
ん
で
い
た
だ
く
と
、
次
の
割
引
き

が
あ
り
ま
す
。

月
額
保
険
料
一
万
円
の
場
合

払
込
月
数
と
割
引
額

◎
三
ケ
月
分
以
上
＝
千
円
（
保
険
料

一
ケ
月
分
の
十
分
の
こ

◎
六
ケ
月
分
以
上
＝
五
千
円
（
保
険

料
一
ケ
月
分
の
二
分
の
こ

◎
一
年
分
＝
一
万
円
（
保
険
料
一
ケ

月
分
）

月
遅
れ
の
保
険
料
の
払
込
み
は
早
め
に

簡
易
保
険
は
、
保
険
料
の
払
込
み
が

な
い
ま
ま
三
ケ
月
を
経
過
す
る
と
保
険

契
約
の
効
力
が
な
く
な
り
、
万
一
の
こ

と
が
あ
っ
て
も
保
障
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
保
険

に
加
入
さ
れ
た
の
に
、
み
す
み
す
大
切

な
財
産
を
失
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
。
お
持
ち
の
保
険
料
領
収
帳
を
も
う

一
度
確
か
め
て
、
も
し
も
誹
憧
れ
と
な

っ
て
い
た
ら
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
遅

れ
を
取
り
戻
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
郵
便
局
に
連
絡
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
局
員
が
お
宅
に
伺
い
ま
す
。
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生
　
活
　
困
　
窮
世
帯
　
に

越

年

見

舞

金

を

支

給

町
で
は
、
生
活
困
窮
世
帯
に
越
年
見

舞
金
を
支
給
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
か

た
は
、
各
地
区
の
民
生
委
員
を
通
じ
て

町
厚
生
課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

◇
対
象
者

・
生
活
保
護
基
準
額
を
一
五
㌫
増
額

し
た
所
得
以
下
の
世
帯

・
月
収
入
は
家
族
全
員
を
合
算
し
た

も
の
で
、
年
間
の
十
二
分
の
一
の
額

◇
受
給
手
続
き

・
各
地
区
の
民
生
委
員
に
十
二
月
十

六
日
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
∵
期
限
後
は
い
っ
さ
い
受
付

け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
年
金
（
恩
給
も
含
む
）
受
給
者

は
、
証
書
の
記
号
番
号
と
年
金
額
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

◇
支
給
方
法

民
生
委
員
を
通
じ
て
本
人
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

◇
そ
の
他

民
生
委
貞
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の

を
町
が
審
査
し
ま
す
。
く
わ
し
い
こ

と
は
、
町
厚
生
課
民
生
係
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

一
月
分
の
生
活
保
護
費
は

十
二
月
二
十
五
日
に
支
給

一
月
分
の
生
活
保
護
費
は
、
十
二
月

世帯の種類別と
支給対象者の収入

世帯の種類別 支給対象者の
収入 （月額）

20歳か ら40歳

1 12，6 22円

以下の世帯

の夫婦で，12

歳 から14歳の

子 ども 2 人 を

含む

41歳 から59歳

113，9 90円

以下の世帯

の夫婦で，15

歳 から17歳の

子ども2 人を

含む

60歳 から64歳 6 1，053円

の　 夫　 婦 以下の世帯

65 歳 以 上 の 62 ，433円

夫　　　　 婦 以下の世帯

・
ノ
1

二
十
五
日
に
支
給
い
た
し
ま
す
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

吉
田
工
場
団
地

誘
致
企
業
を
募
集

地
域
振
興
整
備
公
団
よ
り
吉
田
工
場

団
地
の
公
募
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
希
望
が
あ
れ
ば
公
団
へ
申
込
み
を

さ
れ
る
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
公
募
区
画
　
3
区
画

。
Ａ
1
2
　
8
、
1
5
2
平
方
㍍

一
平
方
㍍
当
り
単
価
5
、
8
、
1
0
円

。
Ａ
1
6
　
1
6
、
4
5
6
平
方
㍍

一
平
方
㍍
当
り
単
価
6
、
6
3
0
円

。
Ａ
－
7
　
ユ
8
、
7
1
9
平
方
㍍

一
平
方
㍍
当
り
単
価
6
、
2
7
0
円

◇
公
募
期
間
　
5
1
年
1
1
月
1
0
日
～
5
2
年

ｌ
月
2
0
日
正
午
ま
で

く
わ
し
い
こ
と
は
地
域
振
興
整
備
公

団

（

曾

0

9

2

・

7

7

1

・

9

1

8

1

）
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

電
話
加
入
権
の
公
売

町
で
は
電
話
加
入
権
の
公
売
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

▽
日
時
　
1
2
月
2
1
日
　
午
前
1
0
時

▽
場
所
　
水
巻
町
役
場
東
別
館
第
一
会

議
室

▽
公
売
財
産
・
数
量

電
話
加
入
権
4
台

▽
公
売
の
方
法
　
入
札

く
わ
し
い
こ
と
は
住
民
課
収
納
係
に

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

自
動
車
保
険
の
相
談
は

請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー

は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
の
サ
ー
ビ
ス

機
関
で
す
。
相
談
は
無
料
で
、
平
日
の

年
前
9
時
3
0
分
か
ら
午
後
4
時
3
0
分
（

土
曜
日
は
正
午
）
ま
で
、
専
門
の
相
談

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
（
小

倉
北
区
紺
屋
町
、
明
治
生
命
ビ
ル
内
、

曾

5

2

1

・

2

1

4

0

）

バ
　
ス
の
乗
降
は

注
　
意
　
し
　
て

十
二
月
十
六
日
か
ら
バ
ス
無
事
故
運

動
が
始
り
ま
す
。

パ
ス
の
乗
降
、
ま

た
車
内
で
の
事
故
を

防
止
す
る
た
め
に

年

さ
い
。

楓
バ
ス
に
乗
る
と
き
は
…
…

・
。
バ
ス
が
止
ま
る
ま
で
き
が
っ
て
お

待
ち
く
だ
さ
い
。

。
か
け
込
み
乗
車
は
危
険
で
す
。
ド

禾
年
始
バ
ス
無
事
故
運
動

〓
∪

色
切
席
は
お
と
し
よ
り
と
、
体
の
不
自

由
な
人
の
優
先
席
で
す
）

。
進
行
中
の
車
内
移
動
は
危
険
で

す
、
止
ま
る
ま
で
待
ち
ま
し
ょ
う
。

。
や
む
を
得
ず
急
停
車
す
る
こ
と
が

戸
籍
謄
本
の
請
求
は

「
使
用
日
的
」
を
明
ら
か
に

1

2

月

1

0

日

～

5

2

年

1

月

1

0

あ
り
ま
す
。
つ
り
輪

や
手
す
り
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

（3）

も
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

圏
バ
ス
の
直
前
、
直
後
の
横
断
は
非
常

に
危
険
で
す
。
と
く
に
幼
児
の
一
人

歩
き
は
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

ア
の
開
閉
時
に
は
と
く
に
ご
注
意
く
だ

さ
い

蘭
車
内
で
は
…
…

。
お
と
し
よ
り
や
、
体
の
不
自
由
な

か
た
に
席
を
お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い
（
黄

麗
バ
ス
を
降
り
る
と
き
は
…
…

。
両
替
え
は
止
ま
っ
て
い
る
時
に
し

、
て
く
だ
さ
い
。

。
降
車
合
図
は
早
め
に
、
ま
た
、
止

ま
っ
て
か
ら
立
っ
て
く
だ
さ
い
。

十
二
月
一
日
か
ら
戸
籍
謄
本
の
交
付

請
求
の
し
か
た
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

改
正
の
理
由
は
、
戸
籍
を
不
当
に
利

用
し
て
、
国
続
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

今
後
、
他
人
の
戸
縛
や
除
籍
の
撫
本

を
請
求
す
塙
と
ｌ
き
は
、
「
請
求
の
事
由

」
、
つ
ま
り
、
何
の
目
的
に
使
用
す
る

か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
戸
籍
、
除
籍
の

閲
覧
は
、
で
き
な
く
な
り
ま
す
‥

な
お
、
郵
便
で
請
求
す
姦
合
の
手

数
料
は
、
必
ず
現
金
書
留
か
、
郵
便
局

の
定
額
小
為
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
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居
合
道
教
室

成
人
病
教
室

▽
日
時
　
1
2
月
1
6
日
、
1
3
時
～
1
5
時
3
0

分
▽
会
場
　
町
民
会
館
日
本
間

▽
内
容
　
講
演
会
、
血
圧
測
定

○
講
演
　
心
の
持
ち
か
た
と
病
気

○
講
師
　
永
島
正
夫
氏
（
須
恵
町
公

民
館
長
）

○
血
圧
測
定
　
1
3
時
～
1
3
時
3
0
分

○
講
演
　
1
3
時
3
0
分
～
1
5
時
3
0
分

ノ
母
子
保
健
相
談

▽
日
時
　
1
2
月
1
7
日
、
9
時
3
0
分
～
1
1

時
3
0
分

▽
会
場
　
吉
田
団
地
公
民
館

▽
内
容
　
育
児
相
談
（
身
長
・
体
重
測

定
）
、
家
族
計
画
相
談
指
導
（
器
具

・
薬
品
も
若
手
準
備
し
て
い
ま
す
）

ご
み
収
集
の

年
末
・
年
始
の
休
み

町
内
の
年
末
年
始
の
こ
み
の
収
集

は
、
1
2
月
2
8
日
か
ら
3
0
日
ま
で
の
3
日

間
、
町
内
全
域
を
収
集
し
、
1
2
月
3
1
日

か
ら
1
月
3
日
ま
で
休
み
ま
す
。

来
年
1
月
4
日
か
ら
平
常
通
り
収
葉

を
行
い
ま
す
。

し
尿
汲
取
り
区

域
の
一
部
変
更

次
の
地
域
の
普
取
り
業
者
が
、
昭
和

五
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
変
更
区
域

吉
田
革
返
、
御
輪
地
、
本
村
の
一

部
、
吉
田
片
山
、
ヌ
メ
リ
石
、
宮
尾

▼
新
し
い
汲
取
業
者

吉
村
清
掃
中
闇
市
岩
瀬
（
審
0
9

3
・
2
5
・
1
1
7
2
）

年
末
し
尿
臨
時

汲
坂
り
の
申
込
み

▼
申
込
み
期
限
　
1
2
月
1
0
日
、
1
7
時
ま

で
に
町
衛
生
係
に
電
話
で
由
し
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
料
金
　
定
期
汲
取
り
料
金
を
支
払
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

五
十
二
年
一
月
十
一
日
（
午
後
六

時
）
か
ら
居
合
道
教
室
を
次
の
と
お

り
開
き
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
か
た

は
、
当
日
会
場
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
な
お
、
初
心
者
は
木
剣
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
会
場
　
頃
末
小
学
校
講
堂

▽
会
費
　
月
5
0
0
円

▽
練
習
日
　
毎
週
火
曜
日
午
後
6
時

～
9
時

▽
講
師
　
北
九
州
居
合
道
会
々
長
、

夢
想
神
伝
流
教
師
七
段
山
下
貞

利
先
生

▽
問
合
せ
　
町
教
育
委
員
会
社
会
教

育

係

（

含

6

0

1

・

4

3

2

1

）

し
尿
汲
取
り

年
末
年
始
の
休
業

▼
年
末
年
始
の
休
業
日

1
2
月
2
9
日
1
3
時
～
1
月
3
日
ま

で
、
た
だ
し
、
1
月
は
特
別
の
理
由

の
場
合
以
外
は
臨
時
汲
取
り
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
こ
注
意
く
だ
さ
い
。

し
尿
汲
取
業
者

の
一
部
変
更

次
の
区
域
の
し
尿
濱
取
り
は
、
来
年

一
月
一
目
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
全
清
公

社
が
吉
村
清
掃
（
審
0
9
3
・
2
5
・

1
1
7
2
）
に
変
り
ま
で
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

吉

田

ノ

一

（

4

、

5

、

6

、

7

、

8

区
）

吉
田
ノ
二
（
1
、
4
、
堕
1
4
、
1
5

、
堕
1
7
区
）

吉
田
ノ
三
（
1
0
区
）

な
お
、
現
在
、
係
で
台
帳
整
理
を
し

て
い
ま
す
の
で
、
自
家
処
理
を
し
て
い

る
家
庭
及
び
、
水
洗
便
所
の
家
庭
は
衛

生
係
ま
で
電
話
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

消
防
団
第
一
分
団
に

サ
イ
レ
ン
を
設
置

秋
の
防
火
週
間
は
十
二
月
二
日
で
終

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
火
災
の
シ

ー
ズ
ン
は
続
き
ま
す
。

町
で
も
、
消
防
活
動
を
円
滑
に
行
う

た
め
に
、
町
消
防
団
第
一
分
団
の
畢
庫

（
下
二
町
住
）
の
横
に
消
防
サ
イ
レ
ン

を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
よ
り

一
層
の
住
民
の
皆
さ
ん
の
こ
理
解
と
こ

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

サ
リ
ド
マ
イ
ド
被
害

の
補
償
の
申
し
出

サ
リ
ド
マ
イ
ド
剤
の
服
用
に
よ
っ
て

被
害
を
受
け
た
か
た
で
、
ま
だ
、
補
償

の
請
求
を
さ
れ
て
い
な
い
か
た
は
、
遠

賀
保
健
所
（
晋
6
9
1
・
4
1
6
1
）

に
申
し
出
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
こ
の
補
像
由
し
出
書
の
提

出
期
限
は
、
昭
和
5
2
年
2
月
2
8
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

公
給
領
収
証
は
必
ず

受
け
坂
り
ま
し
ょ
う

十
二
月
一
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、

公
給
領
収
証
受
領
強
調
月
間
で
す
。
穣

収
証
は
必
ず
受
け
と
り
ま
し
ょ
う
。

料
亭
、
料
理
店
、
パ
ー
、
キ
ャ
バ
レ

ー
、
旅
館
、
飲
食
店
な
ど
で
遊
興
飲

食
、
宿
泊
、
休
憩
な
ど
を
し
、
代
金
を

支
払
っ
た
場
合
は
、
料
理
飲
食
等
消
費

税
を
納
め
ら
れ
た
し
る
Ｌ
に
公
給
領
収

証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
必
ず
こ
の
公

給
領
収
証
を
受
け
取
っ
て
、
納
税
の
義

務
を
果
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
は
一
人

一
回
の
料
金
が
千
七
百
円
以
下
は
免

頭
旅
館
は
一
泊
一
人
三
千
四
百
円
以

下
は
免
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

水
道
露
出
管
を

保
護
し
ま
し
ょ
う

冬
に
入
り
、
寒
波
に
よ
る
水
道
鐸
出

管
の
破
裂
及
び
凍
結
が
続
出
い
た
し
ま

す
の
で
、
各
家
庭
で
も
水
道
管
の
保
護

を
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
水
道
管
の
保
護
を
、
水

巻
町
水
道
指
定
業
者
も
取
扱
っ
て
い
ま

す
。

…

≡

…

コ

ｌ

≡

ニ

ー

ー

≡

…

こ

ｌ

≡

≡

≡

≡

－

≡

≡

≡

こ

ｌ

≡

≡

コ

ｌ

≡

三

ｌ

ご

ｌ

≡

コ

ｌ

≡

≡

－

一

≡

≡

－

≡

≡

－

≡

≡

≡

ニ

ー

≡

〓

ｌ

－

こ

こ

ｌ

≡

≡

－

－

－

≡

≡

－

≡

－

≡

≡

≡

Ｈ

≡

三

三

≡

≡

三

≡

≡

ｔ

≡

－

－

－

－

≡

．

三

一

≡

一

．

ニ

ー

≡

．

．

．

コ

一

．

－

－

〓

．

．

．

≡

≡

．
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≡

〓

ｌ

Ｉ
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．

．

．

ニ

ー

≡

Ｈ

≡

≡

．

．

．

－

－

≡

≡

．

．

．

－

－

－

≡

≡

．

≡

≡

．

．

．

－

≡

．

－

三

三

．

．

．

一

年
末
・
年
始
の
病
気
は

「
急
病
や

遠
賀
・
中
間
医
師
会
の
協
力
で
、
1
2

月
3
1
日
か
ら
1
月
3
日
ま
で
臨
時
の
「

急
病
セ
ン
タ
ー
」
を
設
け
ま
す
。

こ
れ
は
、
急
病
で
や
む
を
得
な
い
患

者
さ
ん
に
限
っ
て
診
療
し
ま
す
。
正
月

酒
の
飲
み
す
ぎ
や
、
正
月
過
ぎ
に
診
察

を
受
け
れ
ば
よ
い
よ
う
な
、
慢
性
の
患

者
さ
ん
の
診
療
は
お
断
り
し
ま
す
。

ン
タ
ー
で
」

急
病
で
診
察
を
受
け
ら
れ
る
か
た
は

次
の
こ
と
を
こ
承
知
く
だ
さ
い
。

一
、
診
察
は
有
料
で
す
。

二
、
釆
所
の
と
き
は
印
鑑
と
被
保
険
者

証
、
ま
た
は
、
生
活
保
護
者
託
、
老

人
医
療
を
受
け
て
い
る
人
は
被
保
険

者
証
と
老
人
医
療
証
を
必
ず
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
原
則
と
し
て〔

往
診
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

三
、
臨
時
開
設
の
場
所
遠
賀
保
健
所
内

（
水
巻
町
町
民
会
館
前
、
魯
6
9
1

1
4
1
6
1
、
6
9
1
1
0
6
2
9

四
、
開
設
の
期
間
　
5
1
年
1
2
月
3
1
日
～

5

2

年

1

月

3

日

五
、
診
療
時
間

1

2

月

3

1

日

　

1

2

時

～

1

8

時

1

月

1

日

　

1

2

時

～

1

8

時

2
日
′
1
ｄ
時
～
1
8
時

3

日

　

1

0

時

～

1

8

時

Ｌう
で

香
典
返
し
と
し
て
次
の
か
た
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
こ
寄
贈
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
あ
っ
く
お
礼
申

し
あ
げ
ま
す
。

古
賀

故
岡
　
ヨ
シ
ヲ
殿
　
岡
　
庭
殿

二

秒
田
仲
　
秀
美
殿
由
仲
渚
子
段

謡
曹
鐸
楢
緒
醇
ん
の
撃

等
地
減
福
祉
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
、
こ
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。
あ

っ
く
お
背
ル
協
享
。

日　曜　在　宅　医

12月12日　渡辺医院　外　　科　頃　末　691・2616
19日　入江医院　外　　科　頃　末　601・3320

26月　楠本医院　内・児科　大膳橋　093・24・0385
前原医院　内・児科　樋　口　691・0553

は9時～17時、原則として往診はいたしません。

□
発
行
人
　
水
巻
町
長
　
伊
　
藤
　
衛
　
門
　
口
　
絹

集
　
水
　
巻
　
町
　
住
　
民
　
相
　
談
　
室
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□
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刷

　

冷

牟
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印

刷

合

　

資

会

社


